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おわりに

１．日本の制度

はじめに，日本の時効制度について説明する。

１．１ 金銭的補償の種類

日本における特許侵害行為に対する金銭的補償とし

ては，民法に定める不法行為に基づく損害賠償請求と

不当利得返還請求の二種類がある。そして，それぞれ

に時効が定められている。

１．２ 損害賠償請求権の時効

不法行為による損害賠償請求権の時効は民法 724 条

に定められている。

民法 724 条

不法行為による損害賠償の請求権は，被害者又はその法定代

理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき

は，時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過

したときも，同様とする。

（１） 時効の時期

不法行為に基づく損害賠償請求権は，「損害及び加

害者を知ったときから 3年」または「不法行為の時か

ら 20 年」で消滅し，前者は消滅時効，後者は除斥期間

である。

（２） 起算点

① 消滅時効の起算点

消滅時効の起算点は「損害及び加害者を知ったと

き」である(1)。特許権侵害において，加害者の特定は

比較的容易であるが，どのような状態で「損害を知っ

た」といえるのかは，実務上難しい問題である。その

判断としては，被告製品から特許侵害の有無がどの程

度把握できるのかが目安になると考える(2)。例えば，

被告製品が簡易な装置発明でありその特徴が容易に理

解できる場合は，被告製品を分析する機会を有し，自

己の特許発明の技術的範囲に属することを認識した日

が起算点となる。一方，製造方法の発明などであって
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被告製品を分析しただけでは特許侵害の有無の判断が

できない場合には，たとえ被告の販売事実を把握して

いたとしても，それだけをもって「損害を知った」と

はいえず，時効の起算点となることはないと考える。

少なくとも，加害者の行為が被害者の特許権侵害行為

であることを現実に認識していることが必要であり，

単に侵害の可能性があることを認識していた程度では

不十分といえる(3)。また，侵害の認識に損害額の把握

までは不要と考えられる。

損害賠償請求権が時効により消滅したことの立証責

任は被告側にあるが，実務上，被告側が特許権者がい

つ侵害を認識したのかを立証することは極めて難し

い。なぜなら，被告製品が特許権の技術的範囲に属す

るとの特許権者側の検討結果等の分析資料を被告側が

入手することは殆ど無いからである。そのため，特許

権者が被告に警告状を送付しているようなケースで

は，遅くとも警告書の送付時点において，「損害及び加

害者を知ったとき」といえ，起算点として利用される

場合がある。

また，原告が，被告製品のパンフレットや被告製品

を入手し，原告製品との間で技術的な比較を行ない，

被告は原告が当該パンフレットを入手した時点が特許

権侵害の事実を知ったときであるとし消滅時効の成否

を争ったケース(4)において，裁判所は，原告の調査は

あくまで技術的な調査であって，特許権侵害の有無を

目的とした調査ではないとして時効消滅を否定してい

る。

② 除斥期間の起算点

除斥期間の起算点は「不法行為の時」であり，権利

者が侵害行為を知っていたか否かは問われない。よっ

て，21 年前に特許侵害が行なわれていた事実を特許権

者が見つけた場合，消滅時効は成立していないものの

除斥期間が成立しているため損害賠償請求が認められ

ることはない。

（３） 継続的な不法行為の問題

継続的な損害発生に対して時効はどのように計算さ

れるのであろうか。民法では，日々新たな損害が発生

すると考え，その行為ごとに個別の時効が進行すると

いう逐次進行説が採用されている(5)。よって，特許侵

害の場合，被告が侵害製品の販売を継続する限り，損

害は日々生じていることとなる。例えば，特許権者が

5 年前から特許侵害を認識していた場合，5 年から 3

年までの間の損害は時効が成立するものの，3年から

訴訟提起時までの損害賠償請求は可能である。以下，

この関係を図に示す。

（４） 不法競争防止法に基づく場合

特許侵害に関連して，不正競争防止法の不正競争行

為に対する損害賠償請求権を行使する場合にも消滅時

効は問題となる。

不正競争防止法 4条

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を

侵害した者は，これによって生じた損害を賠償する責めに任

ずる。ただし，第十五条の規定により同条に規定する権利が

消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損

害については，この限りでない。

不正競争防止法の 4条に従う場合，損害賠償請求を

行なうのは特許権者ではなく，侵害であると訴えられ

た被告である。例えば，特許権を有する A社が，競合

する B 社の製品が特許侵害であると流布したものの，

その後，特許の無効や特許非侵害が判断された場合で

ある。この場合，B社は A社に対して，虚偽の事実を

流布され営業上の利益が侵害されたとして，不正競争

防止法 4条に基づく損害賠償請求が可能となる。

この場合も，上述の 3 年の時効消滅と 20 年の除斥

期間が適用されることとなるが，留意すべきは 3年の

時効消滅の起算点である。営業誹謗行為に対する損害

賠償の場合，特許無効や非侵害が確定した日が起算点

となるのではない。特許権者の主張が虚偽であること

の蓋然性を認識していた時点を起算点とした判決があ

る(6)。特許訴訟において特許非侵害を主張したとすれ

ば，その時点が消滅時効の起算点となりえることに留

意すべきであろう。

１．３ 不当利得返還請求権の時効

不当利得返還請求権（民法 703 条，704 条）の時効

は，一般債権について定めた民法 167 条 1項に従う。

民法 167 条 1項

債権は，十年間行使しないときは，消滅する。
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（１） 時効の時期

不当利得返還請求権の消滅時効は 10 年であり，損

害賠償請求権の消滅時効 3 年より長期となる。よっ

て，実務では，損害賠償請求権が時効で消滅してし

まった場合に，不当利得返還請求権は利用されること

が多い。

（２） 起算点

不当利得返還請求権の時効の起算点は権利行使がで

きる時である。特許権者が損害や侵害者を認識してい

たか否かは問われない。よって，侵害行為が生じた後

は，特許権者が知らない間に時効が成立してしまうこ

とがある。

なお，侵害行為が発生してから 10 年後に特許権者

が侵害の事実を把握した場合は，不当利得返還請求権

は時効消滅しているものの，損害賠償請求権の時効の

起算点は侵害行為を現実に認識したときからなので，

除斥期間の 20 年内に限り，3年の範囲内で損害賠償の

請求は可能である。

１．４ 時効の援用

民法では時効の援用が定められている。

民法 145 条

時効は，当事者が援用しなければ，裁判所がこれによって裁

判をすることができない。

時効による損害賠償請求権及び不当利得返還請求権

の消滅の効果は，時効期間の経過とともに確定的に発

生するものではなく，時効が援用されたときに初めて

生ずる。内田は，援用の理由について，時効の利益を

受けようとする意志表示が必要と説明する(7)。なお，

時効の援用について，伊藤は，権利の取得や債務の消

滅など時効に基づく法律効果が主張され，一定の期間

の経過が弁論に現れている場合には，援用について釈

明権（民訴法 149条）の行使が期待される，と説明す

る(8)。

損害賠償の時効における除斥期間については，援用

の規定は適用されず，基本的に中断することもないと

いわれる(9)。

１．５ 中断・停止

時効は，時間の経過とともに進行するのが原則であ

るが，所定の場合には中断・停止する。

（１） 中断

消滅時効の計算は，特許権者の行為によって中断す

る。この中断とは法律用語であり，これまで進行した

時効の時間はゼロとなり，中断の理由がなくなればま

たゼロから新しくカウントが始まることをいう。民法

が定める中断の理由は，147 条に 3 つ定められており

（i 請求，ii差し押さえ，iii承認），その中で，特許訴訟

で重要となるのは「i 請求」といえる。請求の典型は

裁判所に訴訟を提起することであるが，内田は，請求

とは，何らかの形で裁判所が関与する手続きが要求さ

れる，と説明し，支払督促や和解・調整の申し立てな

ども請求に該当すると説明する(10)。なお，単に特許侵

害に関する賠償を侵害者に要求する手続きは催告であ

り，その場合は催告から 6ヶ月以内に訴訟を提起しな

ければ中断の効力は生じない（民法 153 条(11)）。

実務上，時効が間近に迫り訴訟提起の十分な時間が

確保できない場合には，被疑侵害者に対して上記催告

を行って 6ヶ月以内に侵害訴訟を提起したり，調停申

立によって時効中断効（民事調停法 19条）を得たり，

準備が不十分である旨を訴状で説明することで訴えが

受理されであろう点などが示唆されている(12)。

（２） 停止

時効の進行は上記中断以外にも，天災，その他避け

ることができない場合に「停止」する。上記中断は，

時効の進行が振り出しに戻ることを意味した。「停止」

は，時効の進行が一時的に止まることを意味する。民

法 161 条では，「障害が消滅したときから 2週間を経

過するまでは，時効は完成しない」旨が定められてい

る。

１．６ 日本の時効のまとめ

日本の時効のまとめは次の通りである。

● 損害賠償請求権と不当利得請求権では時効の期間

は異なっている。

● 損害賠償請求権の消滅時効は 3年，除斥期間は 20

年，3年の起算点は「侵害者及び損害を知ったとき」

である。

● 不当利得返還請求権の時効は 10 年，起算点は「権

利行使ができるとき」である。特許権者の侵害の認

識は問わない

２．米国の制度

以下，米国制度における時効について説明する。

２．１ 金銭請求の種類

米国は，日本のように特許侵害に対する金銭的補償

として複数の請求権を認めているのであろうか。
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（１） 損害賠償だけ

米国特許法において，特許権者は特許権侵害に対し

て民事訴訟による救済を受けるものとし（特許法 281

条），284 条において損害賠償額についての規定はある

ものの，不当利得を返還させるといった規定は見つか

らなかった。その結果，日本の損害賠償権（3 年）と不

当利得返還請求権（10 年）のように，米国では 281 条

の特許侵害に対する救済規定に対して二種類の時効が

定められていることもない。

（２） 侵害者の利益の返還

過去の特許法（1790 年法）では，金銭による賠償方

式には，逸失利益や実施料のほかに，侵害者の利益も

含まれていたという。しかし，その金額の算定に混乱

をきたし，1946 年の法改正により，「侵害者の得た利

益は，特許権者に対する損害賠償の根拠としては不

適」との判断が下されたと紹介される(13)(14)。特許侵

害に対する損害賠償の算出には様々な理論が構築され

ているものの，過去において削除された経緯からも，

日本の不当利益返還請求の考え方は米国で採用されて

いないものと考える。

（３） 意匠特許の例外

意匠特許については，289条に被告利益に基づく賠

償額についての定めがある。289条では，「侵害者は，

（侵害行為によって得た）利益総額を限度として，

＄250以上の額を特許権者に支払う」と定められてい

る。特許侵害において削除された利益返還の考え方

が，意匠特許の侵害において例外的に残された点につ

いては，「意匠は模倣の犠牲になりやすく，利益に対す

る意匠の貢献度が比較的高い」といった理由が紹介さ

れている(15)。

２．２ 時効（Time Limitation on Damages）

米国の損害賠償請求の時効は 286 条に定められてい

る。

第 286 条 損害賠償に関する時間的制限

法により別段の定めがされている場合を除き，侵害に対する

訴又は反訴の提起前 6年を超える時期に行われた侵害に対し

ては，訴訟による回復を受けることができない。

特許発明の使用を理由とする合衆国政府に対する請求の場合

は，補償請求を処理する権限を有する政府の部門又は機関が

当該請求書を受領した日から，政府が請求人にその請求を否

認する旨の通知を郵送した日までの，提訴前における期間

は，6年を限度とし，前段落にいう期間の一部としては計算

しない

※本稿における米国特許法の和訳は，日本特許庁，国

際協力課によるものを利用している(16)。

なお，286 条は，損害の発生又は契約の違反から一

定の期間内に提訴がない場合に訴訟を禁止する，従来

型の時効（statute of limitation）ではなく，特許侵害

訴訟を始めるために訴状を提出するときから 6年より

前に生じた損害を回復することを禁じるものとされて

いる(17)。ただし，本稿では便宜的に 286 条の規定を

「時効」として述べる。

（１） 期間と起算点

286 条第 1段落に，「6年を越える時期に行なわれた

侵害に対しては回復を受けることができない」と明記

されている。時効の期間は 6年であり，その起算点は

訴訟提起日である。日本のように「損害及び加害者を

知った時」ではない。よって，訴訟提起日から 6年以

上過去の侵害について賠償請求されることはない。

①存続期間満了後の計算例

例えば，特許満了から 3年経過後に損害賠償した場

合，請求可能な期間は満了前 3年の期間となる。

②個々の侵害行為に対しての成立

生産や販売の行為は別々に判断される。訴訟提起よ

り 7 年前に A 社が侵害品を生産し，その侵害品を B

社が 5年前に販売したとすると，この場合，A社の行

為には時効が成立しているため A 社に損害賠償はで

きない。しかし，B 社の行為は時効成立前なので，損

害賠償の対象となる。

（２） 対政府の例外

286 条の第 2段落では，米国政府に対する請求事件

では，一定の期間は時効の 6年に含まない旨が定めれ
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られている。政府との交渉期間を差し引くことによ

り，権利者に対する不公正な不利益を避けるためとい

われる(18)。

（３） Provisional Rights（仮の権利）の時効

米国特許法では，出願公開後から特許発行されるま

での間にも仮の権利を認めて損害賠償請求を認めてい

る（154 条(d)）。時効はこの仮の権利にも設定されて

いる（154 条(d)(3)）。仮の権利の時効については「特

許付与されてから 6年以内に提起する訴訟によっての

み行使することができる」と定められている。

（４） 援用の規定

米国では，日本の民法 145 条のように援用の必要性

を定めた規定はあるのであろうか。この点を数名の弁

護士に質問したもののそのような規定を見つけること

はできなかった。ただし，Common Law として時効

のような当事者間の議論については，裁判所は主張さ

れた議題についてだけ判断するだろうから，いずれの

当事者も主張しない時効を裁判所が勝手に適用すると

いったことはないであろう，といった説明であった。

（５） 中断・停止

米国にも，日本のように時効の進行が止まる規則は

あるのであろうか。今のところ，見つかっていない。

訴訟弁護士に聞いたところ，双方合意による契約

（Tolling Agreement）によって，時効成立を阻止し 6

年より以前の損害賠償請求が可能になっているとの説

明であった。

（６） 日本の時効との違い

日本の時効は消滅時効が 3年であり，米国における

6 年より短い。この期間だけを比較すれば，日本の時

効のほうが米国より短いといえるものの，その起算点

は同じではない。日本は「損害を知ったとき」である

のに対して，米国は「侵害に対する訴えの提起前 6年」

である。日本の制度上，損害を認識した時期によって

は，訴訟提起前 6年を超えて損害賠償が可能な場合が

あるであろう。また，日本では不当利得に基づく請求

や中断・停止といった規定を利用することで消滅時効

経過後であっても，金銭請求が可能な場合がある。日

本の消滅時効は 3年と，米国より短い期間が設定され

ている印象があるかもしれない。しかし，起算点やそ

の他の規定を考えると日本の制度が特許権者に厳しい

とは一概に判断できないといえる。

２．３ エクイティの法理に基づき損害賠償請求で

きない場合

時効以外にも，米国では損害賠償請求できない場合

がある。本節ではエクイティ（衡平法）に基づく制限

を 2つ紹介し，次節ではパテント・マーキング（特許

表記）による場合を説明する。

（１） ラッチェス（Laches）

特許侵害訴訟の提起が不合理に遅滞し，被疑侵害者

が重大に不利益を被った場合にはエクイティの法理に

基づくラッチェスとして損害賠償請求が制限され

る(19)。どの程度，遅くなると不当いえるのか，この点

が実務の争点となる。概ね 6 年程度であり上記時効と

同じ程度，もしくは 6 年より長いという意見があ

る(20)(21)。その一方で「6 年未満（4-5 年）でラッチェ

スの抗弁が成立する場合も珍しくない」と説明もあ

る(22)。また，2004 年の Aukerman 判決を根拠に，

ラッチェスによる被告の反論は難しくなっているとの

意見もある(23)。

（２） エストッペル（Estoppel）

エストッペルもラッチェスと同様にエクイティの法

理に基づく防御策であり，これが認められると損害賠

償請求はできなくなるが，エストッペルの証明はラッ

チェスよりも困難であるとされる。エストッペルで

は，ラッチェスと異なり訴訟提起の遅れではなく，特

許権者の言動を信じた者を救済することが狙いとな

る。一例として，特許権者が被告に対して「特許権を

行使しない」，「非侵害である旨」を信じさせたにもか

かわらず，その後に特許訴訟を提起した場合などが該

当する。

エストッペルが認められると，これまでの損害賠償

請求のほか，その後の権利行使（差止請求，損害賠償

請求）が制限されることとなる。極めて重い罰則であ

る。時効の 6年は客観的事実で判断できるものの，こ

のエストッペルは主観を含む当事者間の関係を考慮し

て判断される(24)。

（３） 失効理論

日本において，上記ラッチェスやエストッペルの抗

弁は成立するのであろうか。この問題については，権

利者が長期間権利行使をしなかった場合に権利行使を

認めないとする失効理論として議論された様子である

ものの，吉藤によれば日本の判決はこれを否定してい

るという(25)。ただし，その判決は昭和 38 年と古いも

のであり，更に，パテントトロールに代表されるよう
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に権利濫用とも言える権利行使のあり方については，

何らかの制限が課せられることも考えられるものの，

日本での採用の可能性についてはまだまだ学術的議論

の域を出ないものと考える。

２．４ パテント・マーキング（Patent Marking）

損害賠償請求が消滅するルールではないものの，米

国特許制度では，パテント・マーキング（Patent

Marking）が適切に行なわれていなければ警告なしに

損害賠償は認められない。被告側の留意事項の一つと

して紹介する。

米国のパテント・マーキングは 287 条に定められて

いる。

第 287 条 損害賠償及びその他の救済に関する制限；特許表

示及び通知

(a)特許権者，及び特許権者のために若しくはその指示に基

づいて，合衆国において特許物品(A)を製造し，販売の申出を

し若しくは販売する者，又は特許物品を合衆国に輸入する者

は，その物品に「patent」という文字若しくはその略語

「pat.」を特許番号と共に付することによって，又は物品の性

質上そのようにすることが不可能な場合は当該物品若しくは

当該物品の 1又は 2以上が入っている包装に同様の通知を含

むラベルを付着させることによって，又は，その上に，特許

物品を特許番号と関係付けている「特許」という語又はその

略語「pat.」を，インターネット上に表示するアドレスであっ

て，そのアドレスにアクセスする料金を要せずに，公衆がア

クセスできるものと共に，付すことによって(B)，当該物品が

特許を受けたものであることを公衆に通知をすることができ

る。そのような表示をしなかった場合は，特許権者は，侵害

訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし，侵

害者が侵害について通知を受けており，その後，侵害を継続

したことが証明された場合は，当該通知の後に生じた侵害に

対してのみ，損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起

は，当該通知を構成するものとする。

※下線部（B）は AIA改正により追記された内容であ

り，下線部の和訳は日本特許庁WEBからの引用(26)

（１） 損害賠償が認められる条件

損害賠償が認められる条件は，次の 2つのいずれか

の条件を満たすことである。

①パテント・マーキングを行なっていること

②侵害者に通知していること（その事実を証明する

こと）

① パテント・マーキング

パテント・マーキングを行うとは，特許製品（もし

くはそのパッケージ）に特許番号を表記することであ

る。特許表示は特許権者の義務ではない。しかし，米

国では，本規定を通じて特許製品であることの告知を

励行させている(27)。

なお，米国特許法には日本のような過失の推定規定

（日本特許法 103 条）はない。この点も，特許表示を励

行する理由の一つと考える。

特許表記の場所は製品自体であっても，製品パッ

ケージであってもかまわない。複数の特許番号を表記

する場合など，製品に十分なスペースがない場合には

パッケージを利用することが可能である。

② 侵害者への通知

パテント・マーキングをしていない場合は，適切な

警告を侵害者に対して通知したことを証明した場合に

限り，その後の侵害行為に対しての損害賠償請求が可

能となる。筆者は，米国弁護士による特許セミナーに

おいて，最大の損害賠償を得るために特許表示を強く

勧めている話を何度か聞いたことがある。

（２） 方法発明だけの特許

§ 289の下線部（A）が示すように本規定の対象は

特許物品（Article）であり，方法特許は対象ではない。

方法発明だけの特許の場合には，特許表示がなされて

いなくても警告なしでの損害賠償請求は可能とな

る(28)。この点を考慮して，特許取得／維持費用は高く

なるものの，方法特許と装置特許は別々に権利取得す

る考え方が紹介されている(29)。

なお，§ 289が方法発明に適用されない点について

は様々な問題点が指摘されている。例えば，製品ク

レームと方法クレームが混在する特許であって，方法

特許だけが侵害されている場合や，発明の本質が実質

的に同じである製品特許と方法特許が存在する場合な

どである。これらについては，機会を別に紹介した

い。

（３） 適切な通知

上記②で紹介したように，特許製品に特許表記がな

されていない場合，特許権者は侵害者に通知を行なっ

たことを証明することが，特許権者に要求される。こ

こで，どのような通知であれば適切といえるのか，実

務上問題となる。基本的に侵害者に対して特許製品及

び特許権を特定して行なう必要があるといわれてい

る。一方，競合他社に一斉に「あなたの製品は私の特
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許を侵害しています」や「この特許を侵害しないよう

に」といった通知程度では認められない可能性が高い

といえる。更に，侵害者への通知の判断においては，

侵害者が特許権を知っていたか否かは問題ではなく，

特許権者が侵害者に通知を行なったのか否か，その

Action の有無が問題になると説明されている(30)。

（４） 特許表記の不徹底

当初は特許表記を行なっていたものの，ある時期に

特許表記していない製品が市場に流通してしまった場

合，損害賠償請求は可能なのであろうか。この問題に

ついては，市場に流通した製品の量で判断される様子

である。流通した製品が少量であれば損害賠償は可能

といえる。一方，大量に流通してしまった場合には，

これまでの特許表記の実績はリセットされ，再び，特

許表記を始めた時点から損害賠償が可能になると説明

されている(31)。過去の損害賠償を請求された場合な

ど，過去に特許表記されていない製品が流通していな

かったのかは考慮点の一つであろう。もし，そのよう

な製品が見つかったとなれば，その流通量は問題とし

て残るものの，少なくとも特許権者側としては知られ

たくない事実であろう。一方，被告にとっては交渉時

に有利な事項の一つになりえると考える。

（５） バーチャル・マーキング

2011 年の America Inventor Act（AIA）法改正ま

では，特許表記は，製品もしくはパッケージに表記す

ることが求められていた。しかし，AIA法改正では，

インターネットでの表記も可能となった(32)。イン

ターネットでの表記はバーチャル・マーキングと呼ば

れ，上記 287 条の下線部（B）に記されている。これに

より，製品の大きさに関係なく特許表記が実施できる

ようになり，また，満了特許の削除といった更新作業

とその費用も軽減できることとなった。しかし，製品

と関連する特許の表記の仕方については依然として問

題提起がされている。例えば，「以下の製品は，次の特

許群のひとつもしくは複数で保護されている」といっ

た表記の仕方で足りるのか否か，といった問題であ

る。また，WEBで公開している場合に公衆からのア

クセスの容易さや，不正に書き換えられたりしないよ

うに情報のセキュリティの問題なども挙げられてい

る(33)。バーチャル表記は利便性の高い仕組みである

ものの，実際の使用には注意が必要といえる。

２．５ 特許権が譲渡された場合

特許権が譲渡された場合，新しい特許権者は常にそ

の特許の過去の侵害者に対して損害賠償を請求するこ

とはできない。特許権の譲渡に際して，過去の損害賠

償する権利も譲渡されていないかもしれないからであ

る(34)。特許権を購入する場合や，譲渡された特許に基

づいて過去の損害賠償を請求された場合には，過去の

損害賠償まで譲渡するのか否か，この点についても注

意が必要であろう。

２．６ 米国の時効のまとめ

米国の時効のまとめは次の通りである。

● 金銭的請求権は一種類であり，その時効も一つで

ある

● 損害賠償の時効は 6年であり，その起算点は訴訟

提起時である。

● 時効以外にも，損害賠償請求がなくなる場合や行

使できない場合がある。

おわりに

以上，日米の時効制度を中心に，金銭請求権が消滅

する場合，関連規定を紹介した。特許制度の中でも時

効はこれまであまり注意を払ってこなかった規定で

あった。まだまだ調査が不十分な点があるかもしれな

い。不備・不明な点があれば是非ご指摘いただきた

い。

本稿の内容については，筆者らの責任であり，所属

する組織とは関係がない。

END
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